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令和 2 年 9 月 9 日 

生徒・保護者の皆様へ 

学校法人仙台育英学園 

理事長 加藤 雄彦 

宮城県内中学・高等学校に対する爆破予告への本学園の対応【第 1 報】 

－ 臨時休業の実施と自宅でのオンライン学習について － 

日頃より、本校の教育活動にご理解ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。また、新型コロナウイルス

感染拡大防止に係る本校の対応にもご理解をいただいていることに併せて感謝申し上げます。 

本日、「多賀城市内にある大学と市内の高校 3 校・小中学校計 7 校ずつを 9 月 11 日 12 時 30 分に爆破

する。その後市役所と市内の駅の 4 か所付近でシランガス 50 ㎏を散布し通行人を塵（ちり？）にする」

内容の提言と称する投稿が多賀城市教育委員会に寄せられました。 

これを受けて、本日 9 月 9 日 14 時に多賀城市教育委員会より本学園に同文に関する連絡がありまし

た。同文の中では、大崎市、気仙沼市、塩竃市も対象にすると記載されております。 

上記の爆破予告を受け、本学園と致しましては生徒・職員および学園関係者の安全を第一に考え、下記

のとおり臨時休業と自宅でのオンライン学習を実施いたします。 

本学園では生徒の安全を確認しながら学校再開に向けて最大限の対応を進めますので、緊急連絡等に

ついては、Classi、本学園ホームページ、緊急メールでご確認するようにお願いいたします。 

記 

1. 臨時休業期間について 

9 月 11 日（金）を秀光中等教育学校学則第 9 条第 3 項及び仙台育英学園高等学校学則第 8 条第 3

項に基づく臨時休業とする。 

 

2. 臨時休業措置をとる校舎 

宮城野校舎、多賀城校舎 

 

3. 臨時休業期間中について 

（１） 臨時休業期間中の学習課題の連絡は Classi で行い、諸連絡は Classi、本学園ホームページで行

う。また、9 月 11 日（金）は Zoom によりオンライン授業を 11 時半まで実施する。時程につ

いては Classi を通じて各学校・各コースより連絡がある。 

（２） 臨時休業期間中は、臨時休業措置をとる校舎への生徒・保護者の立ち入りを禁止する。そのた

め、同期間中は生徒の部活動への参加を禁止し、同校舎での部活動を中止とする。 

（３） 不要不急の外出の自粛をお願いする。 

 

以上 

 


